
その他資料２

（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業予定表

アドバイザリー業務

実施方針等の公表及び質疑
回答並びに修正

入札公告（事業者募集）

事業提案書審査、事業者の
選定

落札者との基本協定及び事
業仮契約締結

基本設計・実施設計

建設工事

工事監理

開業準備

運営（調理、配送、維持管
理業務）

　

設計モニタリング業務

平成31年度平成30年度

事業者選
定業務

地元関係団体、整備運営事業者選定委
員会、学校給食センター更新懇話会、
学校給食センター運営協議会、教育委
員会

整備運営
事業

平成28年度 平成29年度

平成４６年度まで実施

その都度協議



 

（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業設計モニタリング支援等業務 

 

 

○モニタリングとは 

事業者が要求水準書に基づき実施する業務または作成する図書等について、要求水

準書及び関係法令等に遵守しているか、また、要求水準書を満たすために十分な裏付け

や期間・体制等を整備しているかなどを監視する業務  

 

○本業務の必要性 

コンサルタント事業者としての高い知見を有し、他市の給食センターの民間活力導

入事例を熟知している者が受託者となることにより、本市の実情等にも配慮しながら

実現性や品質に考慮した設計が実現されることが期待できる。 

 

○業務内容 

１．基本設計モニタリング支援  

（１）要求性能確認計画書及び報告書様式の確認  

事業者が作成する「要求性能確認計画書」及び事業者が市に提出する報告書

様式等の確認をし、市が実施するモニタリングも踏まえて修正要望等を整理す

る。 

 

（２）基本設計図書の確認  

（１）を踏まえ、事業者が実施したセルフモニタリング結果の確認を行って

指摘事項を整理するとともに、市と事業者との協議の支援を行う。 

 

２．実施設計モニタリング支援  

事業者が市に提出する実施設計完了図書について、適正に業務がなされている

か、モニタリングを行い、指摘事項等について整理する。  

 

３．整備運営事業者との協議支援等 

 

○業務委託期間  契約締結日から平成 30 年 8 月末日（予定） 


